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午後３時３２分 開会 

【古木委員長】 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 

 委員の出席状況について御報告いたします。全員出席でございます。 

 議長が御出席ですので、この際、議長に御挨拶をお願いいたします。 

【山田議長】 皆様、こんにちは。お忙しい中、大変にお疲れさまでございます。 

 本日は日程１つでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【古木委員長】 議長はこれにて退席されます。 
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【古木委員長】 日程第１、発言の取消しについて、石田委員から、１２月２日に開催された本委員

会での発言について取消しの申出がありますので、発言を許します。 

【石田委員】 まず、私の発言の取消しのためにありがとうございます。 

 市側の申入れの（３）休憩中の発言についてというところで御指摘があった点でございますが、私

のほうとしましては、当該の休憩中の発言を引用したということではなくて、審査中でのマイクを使

わない発言を拾っての発言と捉えておりますが、やはりこの問題をしっかりと解決しなければ、今後

の暫時休憩中の協議も何らかスムーズではないことになっていくということは非常に重たいと捉えて

おりまして、そういった意味合いで、（３）休憩中の発言についてで言われておりますところの取消し

をお願いしたいと思っております。 

 具体的な場所ですが、議会運営委員会で先日配付をされております総務常任委員会の会議録の３１

ページの中段よりちょっと上ぐらいのところ、私の「この補正予算を審査するに当たって、必要な情

報を求めたにもかかわらず、誤った認識でそれが提示されなかったということに関して問題提起をし

ていますので、」までは残すのですが、それ以降の「□□□□□」から「□□□□□□□□□□□□□

□□□□」までは削除をしたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【古木委員長】 削除するところを今読み上げていたので、そこがこちらの委員会に残ってしまうの

で、こちらの総務常任委員会でもそこの部分は取消しという形でよろしいですか。 

【石田委員】 そちらは委員長の御判断にお任せをいたします。 

【古木委員長】 お諮りいたします。石田委員からの発言の取消し申出を許可することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【古木委員長】 御異議なしと認めます。よって、石田委員からの発言の取消し申出を許可すること

に決しました。 

これにて委員会を閉会いたします。 

午後３時３６分 閉会 

 


